
手持ち工事数による入札参加制限基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、中央区（以下「区」という。）が発注する工事の請負契約につい 

て、工事の品質の確保及び事業者の受注の機会均等を図るため、手持ち工事数によ

る入札参加制限の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 区発注工事 区が発注する工事（中央区契約事務規則（昭和３９年３月中央区

規則第１０号）第３条及び第３条の２の規定に基づく契約による工事を除く。）を

いう。 

二 手持ち工事 施工中（契約を締結した日から契約の履行に関する検査が終了し

た日までの期間をいう。以下同じ。）の入札による区発注工事をいう。 

三 手持ち工事数 当該入札に係る開札日における手持ち工事の件数をいう。 

四 工事成績 中央区工事成績評定要綱（平成２０年３月３１日１９中土道第  

２３１号）に基づく評価結果における総評定点をいう。 

五 ＪＶ工事 区が建設共同企業体に発注する工事をいう。 

六 議会案件 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年３月中央区条例第１４号）に基づき議会の議決に付す契約をいう。 

（手持ち工事数による制限の原則） 

第３条 区発注工事の入札に参加できる者は、原則として手持ち工事数が１件以内で

ある者とする。 

（工事成績による特例） 

第４条 前条の規定にかかわらず、直近２件の工事成績の平均（対象工事が１件のみ

の場合は当該工事成績）が７５点以上の者については、手持ち工事数が２件以内で

あれば、区発注工事の入札に参加できるものとする。 

 （はじめて区発注工事を落札した者等の特例） 

第５条 前２条の規定にかかわらず、次に掲げる者については、手持ち工事が完了す

るまでは、区発注工事の入札に参加することができないものとする。 

一 はじめて区発注工事を落札し施工中の者 

二 手持ち工事に係る入札参加資格決定日の前５年間に区発注工事の落札実績がな

かった者 

三 はじめて区の競争入札参加資格者名簿に登録し、その後１年を経ていない者（資

格有効期間終了後２年以上過ぎた後に改めて登録し、当該登録後１年を経ていな

い者を含む。） 



四 新たに区内に契約権限を有する者を置く営業所を開設した後１年を経ていない

者（区内業者であることを入札参加資格要件とする区発注工事の入札に限る。） 

 （ＪＶ工事の取扱い） 

第６条 手持ち工事数の算定に当たってのＪＶ工事の取扱いについては、第一構成員

として施工中の工事のみ手持ち工事数に算入する。 

２ ＪＶ工事の入札における手持ち工事数による入札参加制限は、第一構成員となる

者にのみ適用する。 

３ ＪＶ工事の工事成績は、各構成員の工事成績とみなす。 

（議会案件の取扱い） 

第７条 議会案件の工事については、手持ち工事数による制限は行わない。ただし、

同一会期の議会に付議する複数の契約について同時に受注することはできないもの

とする。 

 （特例措置） 

第８条 特別の理由のためこの基準によることが適当でないと認められる場合は、別

に特例を定めることができるものとする。 

附 則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 


